
 

令和７年度 赤磐市育休代替等任期付職員採用試験受験案内 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 職種・採用予定人員・職務内容 

職 種 採用予定人員 職  務  内  容 

保健師 １人程度 保健衛生に関する業務及び一般事務に従事 

 

２ 受験資格 
（１）年齢・性別は問いません。 

（２）必要な資格・技能等 

職 種 受   験   資   格 

保健師 
保健師免許を取得後、保健師、看護師または助産師としての職務経験（以下、

「保健師等職務経験」という。）が３年以上ある人（※） 

※「保健師等職務経験」について 

○保健師免許を取得後、保健師、看護師または助産師として勤務した職務経験が該当します。 

○「職務経験が３年以上」とは、平成２７年４月１日から令和７年１０月３１日までの間の職務

経験のみが該当します。 

なお、常勤または常勤に準ずる形態（週３０時間以上勤務）で、該当の業務に従事した期間の

うち、１年以上継続して就業した期間を通算します。また６か月毎の雇用契約であった場合

で、継続して１年以上勤務している場合は、経験年数として通算できます。 

○育児休業や休職等で休んでいた期間は除きます。 

 

（３）次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  ①日本の国籍を有しない者 

②地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する者 

   ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

   ・赤磐市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  ③平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

  

３ 受験申し込みの受付 
（１）受付期間  令和７年１１月４日（火）～令和７年１２月２日（火）必着 
（２）受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日は除く） 
（３）提出書類  ※ すべて赤磐市ホームページからＡ４サイズでダウンロード、印刷してください。 

① 赤磐市育休代替等任期付職員採用試験受験申込書（市指定用紙） 

写真（横３ｃｍ×縦４ｃｍで３か月以内に撮影したもの）を貼付 

② エントリーシート（市指定用紙） 

③ 保健師免許証の写し 

④ 職務経歴書（市指定用紙） 

○育休代替等任期付職員とは・・・ 

・育休代替等任期付職員は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づき、育児休業等

を取得する定数内職員の代替職員として、任期を定めて採用する職員です。 

・任用期間は、原則として職員の育児休業等の取得期間となります。 

・勤務条件（給与、勤務時間、服務等）は、基本的に正規職員と同等ですが、育児休業は取得

できません。 

・任用期間中は、赤磐市職員として、勤務条件だけではなく、職務に対する責任等も正規職員

と同様となりますので、育児休業を取得している職員の業務を担当していただきます。 

保健師 



 

（４）提出先・問い合わせ先  ※ 原則として郵送による提出としてください。 

    〒709-0898 赤磐市下市３４４番地 

赤磐市役所 赤磐市総務部総務課総務人事班(本庁舎２階)  TEL ０８６－９５５－４７８２ 

封筒の表に「採用試験受験申込書在中」と朱書きしてください。 

    ※ 簡易書留又は特定記録によらない場合の事故等については責任を負いません。 

（５）受験票の交付 

  受験票は、受験申し込み受付後、受験番号等を記載して本人宛に送付します。 

 （写真を貼付の上、第１次試験当日に必ず持参してください。） 

なお、試験日の１週間前までに受験票が到着しない場合は、（４）の問い合わせ先まで連絡して

ください。 

 

 

４ 試験日・試験項目・試験会場 
 試験日 科 目 合格者発表 

【 第１次試験 】 

１２月１４日（日） 

◆事務適性検査  択一式（１０分） 

   事務の正確さ、迅速さ等をみる能力検査 

１２月下旬 
◆性格検査  択一式（４０分） 

   一般的な性格検査 

◆書類審査 

 受験申込時に提出するエントリーシート 

【 第２次試験 】 

令和８年 

１月１７日（土） 

１月１８日（日） 

個別面接 
令和８年 

１月下旬 

試験会場 赤磐市役所（赤磐市下市３４４番地）  など 

※ エントリーシートは、書類審査及び個別面接において使用します。 

※ 試験日は応募状況に応じて追加する場合があります。 

※ 各試験当日の時間割、試験項目、会場等の詳細については受験者に直接通知します。 

※ 電話等による合否の確認には一切応じられません。 

 
 
５ 採用及び任用形態等について 
（１）この試験の合格者については、育休代替等任期付職員採用候補者名簿に登載され、合格発表日

以降、育児休業等を取得する職員の代替として、任期付職員の採用が必要となった場合に、成

績上位者から順次採用されます。（有効期限は、合格発表の日から３年間） 

（２）育児休業等を取得する職員の代替ですので、職員の育児休業等の取得状況によっては、必ずし

も合格発表後ただちに採用されるとは限りません。 

（３）任用期間は、おおむね１年以上３年未満ですが、各職員の育児休業等の請求期間に応じて、採

用時に決定されることになります。場合によっては、１年未満となることがあります。 

（４）職員の育児休業等の期間に変更があった場合には、任用期間が更新又は短縮される場合があり

ます。 

（５）一度採用されて任期を満了した場合も、名簿の有効期間内であれば再度任用されることがあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



 
６ 給与等について 
（１）育休代替等任期付職員の給料月額は、概ね次のとおりで、職歴等により一定の額が加算されま

す。なお、勤務場所により変更される場合があるほか、今後の給与改定の状況等によっては、支

給額が増減することがあります。 

初任給 大学卒   ２２５，６００円 

大学卒業後、職務 

経験が５年の場合 
大学卒  ２５２，１００円 

 
※ 職歴等を有する人は、条件により加算されます。 

※ その他、諸手当（扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当など）が

それぞれの条件に応じて支給されます。 

 

７ その他 
（１）提出書類の記載内容に虚偽があった場合には、合格を取り消す場合があります。 

（２）提出された書類は、合否に関わらず返却しません。また、採用試験以外の目的では使用しません。 

（３）試験当日、自然災害による試験の中止等の情報は、受験申込メールアドレスにお知らせしますので、 

パソコンからのメール（jinji@city.akaiwa.lg.jp）を受信できる状態にしておいてください。 


